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平成24年１月27日(金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

環境森林部

１．再生可能エネルギー特措法に基づく固定

価格買取制度について

２．宮崎県木質バイオマス活用普及指針の概

要について

３．延岡市における木質バイオマスの安定調

達に向けた取組について

農政水産部

１．畜産バイオマスの発電・熱利用の取組状

況について

２．施設園芸における再生可能エネルギーの

利用について

○協議事項

１．委員会報告書骨子案について

２．その他

出席委員（10人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 原 正 三

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 西 村 賢

委 員 重 松 幸次郎

委 員 岩 下 斌 彦

欠 席 委 員

委 員 有 岡 浩 一

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

環 境 森 林 部 次 長
金 丸 政 保

（総 括）

県参事兼環境森林部次長
黒 木 由 典

（ 技 術 担 当 ）

部参事兼環境森林課長 山 内 武 則

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

山村・木材振興課
武 田 義 昭

みやざきスギ活用推進室長

農政水産部

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

畜 産 課 長 児 玉 州 男

畜 産 課
岩 﨑 充 祐

家畜防疫対策室長

県民政策部

部参事兼総合政策課長 茂 雄 二

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 髙 村 好 幸

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

○太田委員長 ただいまから、産業再生・エネ

ルギー対策特別委員会を開会いたします。

日程案の御協議の前に若干紹介をさせていた

だきたいと思います。議会図書室に、岩波書店

から発行されております「今こそ、エネルギー

シフト 原発と自然エネルギーと私達の暮らし」

という本がありまして、その中で、環境エネル
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ギー政策研究所の飯田哲也所長が次のようなこ

とを言っておられます。

４点ほど要約して挙げますと、「今、秋田県と

一緒に共同研究しています。そこから見えてく

るものがたくさんあります。秋田県民40万世帯

は、１世帯当たり25万円、計1,000億円の光熱費

を毎年払っているのですが、そのお金はみんな

秋田県の外に出ていっています。一方、秋田県

の代表的な農産物である「あきたこまち」の売

り上げも1,000億円、つまり、秋田県の人がふだ

ん何気なく使う電気や暖房などであきたこまち

の売り上げの全額分が県外に流出しています。

しかし、今、秋田県に風力発電機を1,000基つ

くる構想があり、その売電だけで約1,000億円の

売り上げになる見込みです。実際に金額を計算

すると、地域で自然エネルギーを普及させるこ

とには大きなインパクトがある。ただ、そのお

金をちゃんと地域に循環させないと、せっかく

の利益が東京に流れていってしまう。地域の人

たちが地域でお金を回せる構造をつくると豊か

さが地域に広がっていく。そういう構造にして

いくのが自然エネルギーのあり方です」と述べ

ておられました。

秋田県の人口は約101万人ですので、世帯数と

も本県とほぼ同じ規模であります。宮崎県でも、

「みやざき元気プロジェクト」において、地域

経済循環システムの仕組みづくりをうたってい

ますが、エネルギー対策についても、省エネル

ギーの推進とともに、この地域経済循環システ

ムが求められているのではないかと感じたとこ

ろであります。秋田県の例でありますけど、宮

崎県と何か共通する教訓もあるのではないかと

いうことで紹介させていただきました。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

当委員会ではこれまで、口蹄疫からの再生・

復興に関すること、エネルギー対策に関するこ

と、産業の活性化に関することの３つの調査事

項について調査を行ってまいりました。特に産

業の活性化（６次産業等新産業創出）に関する

ことの調査に比重を置いてきたところでありま

す。

本日は、最後の調査となります委員会であり

ますことから、エネルギー対策に関することに

ついて、環境森林部、農政水産部、県民政策部

の出席を求め、再生可能エネルギー特措法の概

要や、畜産系バイオマスの利活用の状況などに

ついて説明いただきます。

なお、前回の委員協議におきまして御意見の

ありました製造業一覧につきましては、商工観

光労働部からの資料提出でかえさせていただき

たいと存じます。

休憩を挟みまして、当委員会の報告書骨子案

等について御協議いただきたいと思います。

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時６分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

環境森林部と農政水産部、県民政策部の関係

課においでいただきました。有岡委員が本日は

欠席いたしております。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○加藤環境森林部長 環境森林部長の加藤でご

ざいます。よろしくお願いいたします。
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本日は、５項目について御説明いたします。

お手元の産業再生・エネルギー対策特別委員会

資料をごらんください。１．再生可能エネルギ

ー特措法に基づく固定価格買取制度について、

２．宮崎県木質バイオマス活用普及指針の概要

について、３．延岡市における木質バイオマス

の安定調達に向けた取り組みについて、４．畜

産バイオマスの発電・熱利用の取り組み状況に

ついて、５．施設園芸における再生可能エネル

ギーの利用について、以上の５件であります。

１から３までは環境森林部が、４と５は農政水

産部が所管しております。なお、本日は、エネ

ルギー政策の担当部局として県民政策部から総

合政策課長が出席しております。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれの部の担当課長・室長が

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山内環境森林課長 環境森林課のほうから、

再生可能エネルギー特措法に基づく固定価格買

取制度について御説明をいたします。

委員会資料１ページをお願いします。「電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法」、略して再生可能エネルギー特

措法は、昨年の８月に制定されておりまして、

これに基づく固定価格買取制度は、再生可能エ

ネルギーを用いて発電された電気を、一定の価

格で九州電力などの電気事業者が買い取ること

を義務づけたものであります。ことしの７月１

日にスタートすることになっております。電気

事業者が買い取りに要した費用は、電気料金の

一部として電気の使用者が負担することとなっ

ております。

まず、（１）の買い取りの対象でありますが、

①にありますように、対象となる再生可能エネ

ルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マスとなっており、これらを用いて発電された

電気が買い取りの対象とされております。米印

の１にありますように、発電されたすべての電

気が買い取りの対象となり、これを全量買い取

りと言っておりますが、今行われている住宅用

太陽光発電については余剰電力の買い取りと

なっております。②でありますが、発電の設備

や方法については、経済産業大臣が認定するこ

ととなっており、この認定を受けた設備を用い

て新たに供給される電気が買取対象となるとさ

れております。

（２）の買取価格と買取期間についてであり

ます。①にありますように、買取価格、買取期

間につきましては、再生可能エネルギーの種別、

設置形態、規模等に応じて、第三者委員会―

これを調達価格等算定委員会と呼んでおります

が―の意見に基づき、経済産業大臣が定める

こととなっております。また、②でありますが、

集中的な利用拡大を図るため、法の施行後３年

間は、買取価格を定めるに当たり、供給者の利

潤に特に配慮することとされております。なお、

米印の４に記載しましたとおり、買取価格は、

通常必要となる発電コスト等を、また買取期間

につきましては、設備の更新が必要となるまで

の期間を勘案して決めることとされております。

右のページの（３）買取費用の回収について

であります。①にありますように、買い取りに

要した費用につきましては、各電気事業者がそ

れぞれの電気の使用者に対し、使用電力量に比

例した賦課金の支払いを請求することが認めら

れております。すなわち、電気の使用者が電気

料金に加算される形で費用を負担するというこ

とであります。②でありますが、この賦課金の

単価は、地域間で調整をして全国一律にすると
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されております。つまり、九州電力管内とか東

京電力管内であっても、賦課金の単価は一律と

なるとされております。

なお、大量の電力を消費する事業所で、国が

定める要件に該当する電気の使用者及び東日本

大震災で著しい被害を受けた事業所・住居など

の電気の使用者は、賦課金が減免あるいは免除

されることになっております。減免等の具体的

な要件については政令で定めることになってお

りまして、まだ決まっておりません。

最後に、（４）の現在の太陽光発電の余剰電力

買取制度との関係であります。余剰電力買取制

度は、平成21年の11月から導入されております

が、現在この対象となっている太陽光発電につ

きましては、再生可能エネルギー特措法が施行

されました後も、引き続き余剰電力の買い取り

が継続されることとなっております。

参考といたしまして、固定価格買取制度の概

要を図で示しております。繰り返しになります

が、左側の枠にあります太陽光を初めとする再

生可能エネルギーで発電された電気を、電力会

社が決められた価格で買い取り、下のほうにあ

りますように、電気の利用者が賦課金という形

で費用負担することでこの仕組みを支えるとい

う構図になっております。

説明は以上であります。

○武田みやざきスギ活用推進室長 委員会資料

の３ページの御説明をいたします。

宮崎県木質バイオマス活用普及指針の概要に

ついてでございます。

（１）の普及指針の策定でありますけれども、

公共施設や民間施設でのエネルギー源としての

利用を促進するため、本県における木質バイオ

マスの発生量や利用の現状、将来の発生予測並

びに木質ボイラー施設の導入に向けた留意点等

を内容とする普及指針を、平成22年３月に策定

しております。

主な内容といたしましては、①から④でござ

いますけれども、木質バイオマスの発生量、林

地残材の収集・運搬コスト、木質ボイラーの導

入に向けた検討事項、留意点等、木質ボイラー

導入シミュレーションとなっております。

（２）普及指針の内容でありますけれども、

①木質バイオマスの発生量でございます。１年

間に約87万トンの木質バイオマスが発生してい

る状況でございます。このうち製材残材につい

ては、畜産敷料や木質ボイラーの燃料としてほ

とんどが利用されているところでございますけ

れども、残りの57万トンの林地残材につきまし

ては、収集・運搬コストなどが採算に合わない

という理由から、利用されてこなかったところ

でございます。しかしながら、近年、県内で大

型の木質ペレットの工場が稼働するとともに、

石炭と混焼する大型の発電施設などが建設中で

ありまして、これまで利用されてこなかった林

地残材については、今後大いにエネルギー分野

での活用が期待されているところでございます。

参考までに、表でございますけれども、平成22

年度の林地残材利用実績ということで、県内の

８工場などについて記載されております。合計

で約１万9,000トンが現在利用されているという

ふうに計算されております。

次に、②の林地残材の収集・運搬コストであ

ります。コストを検討する際はどのような工程

がいいのか、その内訳により削減手法を検討す

ることが重要と考えております。例えばという

ことでございますけれども、平成22年度の調査

によりますと、林地残材をグラップルつきトラッ

クで収集・運搬した場合のコスト、これがトン

当たり5,700円ということでございますけれど
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も、四角囲みのところにありますように、朝市

方式を採用いたしますと、ちょっと下がりまし

て、コストが5,238円となります。朝市方式とい

うのは、書いてあるとおり、森林所有者などが

間伐材を集積ステーションに出荷し、それを森

林組合が収集して加工工場まで運搬するシステ

ムということでございます。一例として挙げさ

せていただいているところでございます。

次に、４ページですけれども、③の木質ボイ

ラーの導入に向けた検討事項、留意点等につい

てでございます。アの燃料製造工場と輸送経路

の確認につきましては、車両の大きさや輸送経

路などについての検討が必要となります。イの

ところでございます。燃料消費量の把握につき

ましては、過去１年間の燃料消費量を把握して

木質バイオマスの必要量を計算するということ

と、あわせて季節や一日の時間帯ごとの燃料消

費量の増減を検討するということがいいのでは

ないかということが書いてあります。ウの経済

性の把握では、ボイラー本体、建屋、燃料の保

管場所の初期の設備投資額を把握して、それら

の整備に当たっては各種助成制度を活用したほ

うがいいということが書かれてあります。エの

ところでございます。関係者の合意形成ですけ

れども、燃料製造工場のみならず、森林組合な

ど木質バイオマスの供給者とも安定供給に向け

て合意形成を図るとともに、市町村が運営する

温泉施設などでは、市町村が木質ボイラーの導

入を行い、第三セクターや指定管理者が管理す

る場合もありますので、体制について十分事前

に検討していく必要があるということを検討事

項として挙げております。

次に、中段のところですけれども、木質ボイ

ラー選定時の留意事項であります。燃料の種類

によってボイラー選定については注意が必要で

すということが指針の中には書かれてあります。

例えばチップボイラーについては連続運転が基

本でありますが、ペレットボイラーは断続運転

も可能ということになります。初期設備投資に

ついては、どちらのボイラーも化石燃料ボイラ

ーより高くなっておりまして、燃料の価格帯に

ついても５円から15円、チップについてはそれ

ぐらい。ペレットについてはキロ当たり25円か

ら60円という、当時の相場ですけれども、書か

れてあります。これらの違いを十分に留意して

ボイラーを選定していったほうがいいというこ

とになります。

次に、④ですけれども、シミュレーションと

して、木質ボイラーの導入について例示を挙げ

ているところでございます。年間28万人が訪れ

る温泉施設の場合でありますけれども、現状は

温水ボイラー３台でＡ重油を年間270キロリット

ル使用しております。これにチップボイラー１

台を導入して既存ボイラーの稼働率を下げると

いうことを行った場合に、先ほど出てきた初期

設備投資として、ボイラーになりますけど、補

助率50％として3,250万円かかりますが、チップ

価格がキロ当たり６円、Ａ重油価格がリットル

当たり66円と仮定をいたしまして計算しますと、

７年ぐらいで投資額が回収できるというふうな

試算も載せてあります。また、そのほかの効用

として、既存ボイラーと比較して、年間200キロ

リットルのＡ重油の削減、ＣＯ２の排出削減が可

能ということで、536トンの排出削減が可能とし

て試算しております。

県のほうでは、この普及指針を市町村や関係

団体等に配布し、説明会やマスコミなどへの情

報提供に努めてきたところでありまして、この

普及指針を参考に、木質ボイラーの導入や化石

燃料ボイラーからの転換を検討する温泉施設等
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も出てきていますことから、今後とも普及に努

めてまいりたいと思っているところでございま

す。

お手元のほうに普及指針の概要版を配付させ

ていただいておりますので、後ほどごらんいた

だければと思います。

２のところの説明は以上になります。

引き続き、次の５ページ、延岡市における木

質バイオマスの安定調達に向けた取り組みにつ

いてでございます。この取り組みについては、

旭化成のケミカルズ株式会社のバイオマス発電

施設が平成24年７月、今年の７月に稼働するに

当たって、木質バイオマスを安定的に調達する

システムを検討するために実施しているもので

ございまして、延岡市と旭化成及び延岡地区森

林組合が共同して行っているものでございます。

（２）の実証試験でありますけれども、実際

やっているものでございますけれども、①の目

的にありますように、五ヶ瀬川流域において林

地残材の収集・運搬からチップ化、発電所にお

ける燃焼試験まで一連の実証試験を行って、調

達コスト、品質レベル、物流ルート、これらの

課題を明確化して、解決するような仕組みづく

りを目指しているということでございます。実

証期間は、②に書いてありますけれども、昨年

の９月から今年の８月にかけて、約１年間行う

ということになっております。③の試験規模で

すけれども、実証期間中に林地残材240トン、12

カ月でありますと毎月20トンになりますけれど

も、これを調達し、収集・運搬コストや木質ペ

レットの含水率など各種データを得ることとし

ております。燃焼試験のほうは旭化成エネエス

エネルギー株式会社の延岡発電所のボイラーで

行っているということでございます。④のプロ

ジェクトメンバーと主な役割でございますけれ

ども、延岡市が全体の調整、指導、助言を行い、

事業者である旭化成が含水率や価格体系、チッ

プサイズを検討し、供給者の延岡地区森林組合

がチップ業者の選定や調達コストの課題等の報

告を行うこととしております。⑤のところに実

証試験のイメージ図がかいてあります。伐採か

らチップ化、燃焼、発電に至る各段階で課題を

抽出することとしております。

一番下の欄、参考ですけれども、旭化成グル

ープの火力発電所の表でございます。２つあり

まして、旭化成エヌエスエネルギー株式会社と、

７月から稼働する予定の旭化成ケミカルズの概

要が書いてあります。

山村・木材振興課からの説明は以上でござい

ます。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。資料の

６ページをお開きいただきたいと思います。畜

産バイオマスの発電・熱利用の取り組み状況に

ついて御説明いたします。

畜産バイオマス、いわゆる家畜排せつ物の本

県での排せつ量でございますが、年間約460万ト

ンと推計しておりまして、その多くは堆肥化と

か液肥化処理されまして、農業的利用がなされ

ておるわけでございますが、最近では畜産バイ

オマスエネルギー源として注目されるように

なっておりまして、現在、排せつ量の約５％が

エネルギーとして利用されておる状況でござい

ます。

（１）にありますように、エネルギーの利用

形態で分類いたしますと、①の家畜排せつ物を

直接燃焼させて電気や熱を利用するものと、②

にありますように、家畜排せつ物をメタン発酵

させて発生したメタンガスをエネルギーとして

電気や熱を利用する方法がございます。①の直

接燃焼方式では、エネルギーの利用や家畜排せ
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つ物の減容化、焼却灰の利用というメリットが

ある反面、高額な施設整備費や水分含量の高い

排せつ物では利用ができないといった課題もご

ざいます。一方、②のメタン発酵方式では、燃

焼方式と同様のメリットや課題のほかに、水分

含量の高い排せつ物の処理が可能である反面、

発酵後に残ります廃液を液肥として利用するた

めの農地等の確保をする必要があるということ

がございます。

（２）の本県における取り組み事例でござい

ますが、直接燃焼方式につきましては、南国興

産が都城市に鶏ふんを燃料といたしましたボイ

ラー施設を、また、みやざきバイオマスリサイ

クル株式会社が川南町に鶏ふんを燃料といたし

ました発電施設を設置しておりまして、エネル

ギーの有効活用を図っているところでございま

す。これらの両施設につきましては、次のペー

ジの具体的な取り組み事例で後ほど詳細を御説

明いたしたいと思います。

一方、メタン発酵方式では、株式会社高千穂

牧場と小林市のバイオマスセンターがメタン発

酵施設を整備しておりまして、牛や豚のふん尿

を原料といたしまして発生したメタンガスを燃

料に発電を行っております。高千穂牧場につき

ましては、観光牧場としての自社牧場の環境整

備に重点を置いたものでございまして、一方、

小林バイオマスセンターは、地域の畜産農家の

家畜排せつ物処理を目的としたモデル施設とし

て設置されておるところでございます。

次に、（３）の主な事業効果でありますが、こ

こに列記しておりますように、家畜排せつ物の

適正処理あるいは再生可能エネルギーの生産と

利用はもとよりでございますが、悪臭や窒素負

荷などの地域の環境負荷の低減や、温室効果ガ

スの削減などに貢献しているものというふうに

考えております。

次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ますが、南国興産株式会社とみやざきバイオマ

スリサイクル株式会社の取り組みの内容等につ

いて具体的に御説明をいたしたいと思います。

まず、南国興産につきましては、平成14年か

ら年間10万トンの処理能力を有する鶏ふんボイ

ラー施設を稼働しておりますが、現在、同等規

模の２号機を建設中でございまして、完成いた

しますと、年間約20万トン規模の処理能力にな

る見込みでございます。エネルギーの利用方法

といたしましては、発生した蒸気の約７割を自

社の化製工場の熱源として利用しておりまして、

残り３割の蒸気で発電を行いまして自社工場の

電力として利用しておる状況でございます。ま

た、燃焼により生じました焼却灰につきまして

は、燐、カリを豊富に含みますことから、肥料

原料として県内外に販売しております。

次に、みやざきバイオマスリサイクル株式会

社の鶏ふん発電施設についてでございます。平

成17年度から、年間13万2,000トンの鶏ふんを燃

焼させて発電を行っておるところでございます。

発電出力につきましては、下の表にありますよ

うに１万1,350キロワットとなっておりまして、

家畜排せつ物を燃料としました発電施設では全

国最大規模ということでございまして、発電量

の約８割を電力会社に売電し、残り２割につい

ては自社施設の電力として利用しておる状況で

ございます。なお、焼却灰につきましては、南

国興産と同様に、肥料原料として販売をしてお

る状況です。

これらの施設につきましては、家畜排せつ物

の適正処理とエネルギーの有効活用を図ること

ができますとともに、特に窒素成分の高い鶏ふ

んを燃焼することで、家畜排せつ物由来の窒素
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負荷を低減することが可能となるなど、大変有

用な施設であるというふうに考えております。

畜産課の説明は以上でございます。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。お手元の資料の８ページをお開きください。

施設園芸における再生可能エネルギーの利用に

ついて御説明をいたします。

本県では、燃油価格高騰対策や環境への負荷

軽減の観点から、平成18年度より、木質バイオ

マスを使用したハウス暖房機について、23年度

からは、太陽熱を利用したハウス冷暖房システ

ムの実証に取り組んでいるところでございます。

まず、木質バイオマスの利用についてであり

ますが、（２）の①にありますように、現在、本

県には木質ペレット暖房機が９台導入されてお

ります。また、②の実証圃の取り組みにつきま

しては、平成21年度までに木質ペレット暖房機

の加温能力が重油暖房機と同等であることを確

認いたしまして、22年度からは本県産木材を原

料とするペレットの実用性の検討に取り組んで

いるところであります。22年度は暖房機が停止

するトラブルが発生いたしましたが、23年度は、

夾雑物が混入しないよう製造工程を改善した結

果、今のところ問題なく稼働している状況であ

ります。

次に、ピーマン栽培でのコスト比較でありま

すが、一番下の四角囲みにございます実証結果

をもとに、燃料費と暖房機本体の償却費を合わ

せました暖房コストを計算してみますと、表に

ありますとおり、現在の木質ペレット価格が35

円程度でございますので、コストが139万円とな

り、重油価格のほうで見ますと90円台後半、95

円以上ぐらいになりますと導入のメリットが出

てくるものということでございます。このメリッ

トをさらに拡大させるためには、暖房機本体や

ペレット価格の低減化、安くしていくといった

ことが課題となりますので、そのためにも一定

の普及による需要の増加が必要であると考えて

いるところでございます。

次に、９ページ、③の今後の取り組みにつき

ましては、３点ほど掲げております。（ア）の県

産ペレットの安定供給や施設園芸での利用、焼

却灰の処理方法の検討など、エネルギーの地産

地消の推進といったことが１点、（イ）のキュウ

リやトマトなど中低温性の品目を含め、それぞ

れの品目に合った多様なバイオマス暖房機の現

地実証、（ウ）の排ガスのＣＯ２（二酸化炭素）

をハウス内に供給して光合成を促進させること

により、作物の成育促進や収量の向上を図る宮

崎型コージェネレーション体系の可能性の検討

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、（３）の太陽熱を利用したハウス冷暖房

システムについてであります。本システムは、

化石燃料にかわるエネルギーとして、日照時間

全国第３位である本県の豊富な太陽熱エネルギ

ーの可能性を検討するものであり、世界的なレ

ンズ集光技術を持つ三鷹光器株式会社と農業試

験場が共同で研究に取り組んでいるところでご

ざいます。

まず、①の冷暖房システムの仕組みでありま

すが、暖房につきましては、昼間、吸熱板で太

陽熱エネルギーを集めて80度の温水をつくり、

温水タンクに貯水して、この温水を暖房に利用

するシステムであります。また、冷房につきま

しては、よく晴れた夜に冷え込む放射冷却とい

う気象現象を利用し、夜間に放熱板で10度の冷

水をつくって冷水タンクに貯水し、この冷水を

使って冷房するシステムでございます。

次に、②のこれまでの研究成果でございます。

まず、暖房についてでありますが、昨年の３月
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から12月までの計測データと過去５カ年の気象

データに基づき、試験用ハウス内の最低温度を、

キュウリやトマトなどの栽培が可能となる15度

に設定した場合の熱収支を試算いたしましたと

ころ、下のほうに棒グラフがございますが、こ

こに示しておりますように、１月下旬に熱供給

が一時逼迫するものの、冬季に15度を保つ能力

は現在のシステムで確保されると見込まれたと

ころでございます。一方、冷房能力につきまし

ては、夏の湿度が高い本県では十分な冷却効果

が得られなかったということでありますので、

今後、効果を高める施設改良等の検討を行う予

定でございます。

今後とも、本県の豊富なエネルギー資源の積

極的な活用を図る取り組みを進めまして、脱石

油型施設園芸の転換を推進し、農家所得の向上

や環境に優しい農業の確立に努めてまいりたい

と考えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いし

ます。

○太田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などがございましたら、委員のほ

うからよろしくお願いいたします。

○重松委員 基本的な話ですが、３ページの

（２）の①木質バイオマスの発生量の中に、「大

型ペレットの工場が相次いで稼働するとともに、

石炭と混焼する大型の発電施設が建設中である」

と、これは次のページにある旭化成ケミカルズ

さんのことでしょうか。どこのことでしょうか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 ３ページの

（２）の「ペレット工場が相次いで活動すると

ともに、石炭と混焼する大型の発電施設が建設

中である」というのは、おっしゃるとおり、旭

化成ケミカルズの工場のことを想定しておりま

す。

○重松委員 では、もう一つ、７ページの南国

興産さん、約７割は自社施設の熱源（蒸気熱）

として、残り３割は自社施設の電力。この蒸気

熱を何に使っていらっしゃるんでしょうか。

○児玉畜産課長 南国興産においては、屠畜し

た後の副産物を煮炊きしている、いわゆるレン

ダリング工場というのを稼働させておりまして、

その煮炊きに使う熱源をこの蒸気でとっておる

ということでございます。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○中野委員 今、自然界というか、化石燃料か

らバイオマスに変わると。私はこれについては

何も異存はないんです。ただ、例えば７ページ

のみやざきバイオマス、これは事業費が41億に

なっていますけど、補助金等は出ていないんで

すか。出ているんですか。

○児玉畜産課長 みやざきバイオマスリサイク

ルの施設につきましては、国のほうから国庫補

助金が11億9,000万ほど出ております。それから、

県費を１億4,800万ほどつけておるということで

ございます。

○中野委員 化石燃料から変わるということは

いいんですけど、実態は、使用者にすれば、ハ

ウスなんかでも価格比較、コスト計算した場合、

なかなか合わないという現状があるわけです。

それに対して補助金を出して補うとか。今さっ

き言った旭化成のも、我々も見にいきましたけ

ど、チップをつくる段階の工場に半分ぐらい、

４億ぐらいかかるのに２億ぐらい補助金が出て

いるとか。違いますかね、見に行ったですね。

○太田委員長 延岡ですね。

○中野委員 確かにその工場としては、バイオ

マスの発電機になるわけですけど、ＣＯ２が削減

できるという話からすると、会社にしてみれば

補助金をもらって、逆に電気より安くなるとい
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う説明があったんです。そうすると、バイオマ

ス、バイオマスと言っているけど、一体何のた

めにしているのかなと。要は補助金を打ち込ん

でコストを下げて一定の企業―個々の家庭に

電気が行ってみんなが恩恵をこうむるのならい

いけれども、一企業とかそういうところに行っ

て、そこのコスト削減にプラスがあるというか

メリットがあるとか、ＣＯ２が若干減るとか。だ

けど今聞いたら、木質の場合はＣＯ２は吸収して

おるから出らんという話ですけど、鶏ふんなん

かの場合はＣＯ２が出るのかなと思ったりする。

将来的にはこういう方向に行かんといかんけど、

これは一企業とか一企業体だけに利益が出てく

るという話じゃないかと私は思うんですよ。例

えばみやざきバイオマスリサイクル株式会社、

これでいくと、国から11億出して県が１億で、31

億。これは最終的には鶏ふん処理で県は助かる

という話で、この会社が利益を出すために企業

としてやるという話かなと思ったり。

それともう一つ、私は以前に、製材工場のバ

イオマスによる電気、見にいったことがあるん

です。半分ぐらい補助金を出して、そこで出た

木質というか廃材で電気をつくる。そして、そ

の電気はその工場だけで使っている。というこ

とは、そこの電気代の削減がかなりできている

ということなんですね。そういう形の普及とい

うのが、一般的に考えて、これはまだ今はしり

だからという話かもわからんけど、ぜひこうい

う場合は、コストというか、公平性というか、

一企業のためにやるのか、そこら辺を。

それと私がまだわからんのは、余ったものを

九電さんに売電して、九電さんの、いわゆる石

炭をたいたり、そこの発電量が減れば意味があ

ると思うんですけど、それはわからんわけね、

全然。売った金は、今度は我々一般人がそのコ

ストを電気料で払うという話で、バイオマス、

バイオマスと今ブームになっているけど、個人

的には納得、理解がようできんのですよ。目的

は書いてある。裏の目的は家畜のふんとかその

処理に困っているという話でいいけれども、こ

ういう資料を書くときはしっかり、補助金とか

そこ辺を明確にしてもらいたいと思うんです。

今ブームだから何でもかんでも言うけど、一企

業、そこら辺だけがメリットを追っているよう

な気がするんです。質問か私のクレームかわか

りませんけど、こういう資料の場合、そういう

積算というか、補助金とかそこ辺もしっかり。

○児玉畜産課長 何点かあったかと思うんです

が、補助金とかそういったものは今後入れるよ

うにしていきたいと思います。

それから、畜ふん発電につきましては、委員

もおっしゃいましたとおり、畜産の廃せつ物を

少しでも減量化して、実際、宮崎のような畜産

地帯でありますと、耕地還元するにしても限界

に来ておるという中で、畜産を振興していくた

めにはやはり何らかの形で減容化していくとい

うことが非常に重要だと。その使い道としてエ

ネルギーとしての使い道があるということで、

補助事業をつけてやっているわけでございます。

また、先ほどＣＯ２の問題も出されましたが、

ふんは、もともとは飼料作物、要するに空気中

のＣＯ２を使ってでん粉質を蓄えたものを家畜が

食ってふんとして出して、それを燃やしている

わけですから、考え方としては、やはりカーボ

ンニュートラルという考え方があってＣＯ２はふ

えないということで、化石燃料を燃やすことと

比べるとＣＯ２の削減にはつながるというように

考えておるところでございます。以上でござい

ます。

○山内環境森林課長 エネルギーの供給という
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観点もあるのではないかというふうに思ってい

るんですけれども、再生可能エネルギー法案、

確かに最終的には電気の使用者が負担をしてい

くということですけれども、化石燃料全体とし

ては、エネルギー施策全体は国が全体でコント

ロールする問題ですけれども、使ってなくなる

化石燃料をずっと使っていくと、将来どうする

んだろうという話もありまして、再生可能エネ

ルギーの割合をふやしていくんだと。もちろん

個別には畜産廃棄物のものがあったり、ＣＯ２の

削減があったりしますけれども、そういう観点

もやっぱりあるのではないかというふうに考え

ております。

○岩下委員 以前にも話をしたと思うんですけ

れども、電気に再生するということでチップで

燃料として出す場合とパルプに出す場合の価格

が違うということで、電気を発生するそっちの

ほうに出したらどうだと聞きますと、とんでも

ない、チップでパルプのほうに出したほうが高

く買ってくれると。結果的には補助金が出れば

出すけれどもという形ですから、将来的にずっ

と補助金を出していかないと存続できないもの

なんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 パルプチッ

プに出す場合と燃料用に出す場合、差があると

いうことなんですけれども、現実に差があると

思いますけれども、そこを効率よく収集・運搬

して補助金がない形で林地残材なりを燃料に

持っていきたいということで、実証試験などを

行ってコストを下げていくということの取り組

みをやって、将来的に補助金がない形で燃焼な

どができればなというふうに考えているところ

です。

○岩下委員 今、県内ではチップでパルプに出

している業者というのはかなりいると思うんで

すけれども、それを発電のほうに振り向けられ

るんでしょうか。それは価格によりますか。

○山内環境森林課長 少しお答えがかみ合わな

い部分があるかもしれませんけど、今回、買取

制度が始まったときに、一部検討されている段

階では、バイオマスの発電をする、例えば林地

残材だったらいいんだけど、紙パルプ等の原料

をそっちに持っていくとパルプの原料がなくな

るので、それはだめよと。簡単に言うとそうい

う話になっているんですけれども、チップを林

地残材からとってやるという部分だけを考えて

みますと、買い取る仕組みをつくることによっ

て、補助という部分はかなり減っていくのでは

ないかと思っています。さらにどんどん進めば

設置経費も下がるでしょうし、いろんなコスト

が下がっていくので、当面の間は買取制度で普

及拡大を図っていくという仕組みが一つはあり

ます。

○太田委員長 なかなか悩ましい課題だと思う

んです。私たちも視察に行ったりすると、公的

な資金をまだ投入せざるを得ないところもあっ

たりして、どうなるのかなというのもあるもの

ですから、お互いその辺は研究させていただき

たいと思っております。

○福田委員 立派な資料を提出いただいており

ますが、実は、きのうは環境農林の委員会で、

説明いただいた三鷹光器の施設を見せていただ

きました。現地でいろいろ質疑応答があったん

です。

最初に施設園芸の関係でお尋ねしたいと思う

んですが、この資料の説明でよくわかるんです

が、まずペレットですね、いつもお話をしてい

ますとおり、ちょうど今重油が88円ぐらいです

か、供給が。そうしますと、８ページの資料で

は、依然としてまだ化石燃料のほうに分がある
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と、こういうことになります。ことしは燃料価

格がかなり高騰しているのかなと、こういう非

常に低温の極寒期でありますから。それで、こ

の木質バイオを宮崎県の主力の農業に導入する

ためには、もうペレットは無理だなということ

がこの数字から出てくるんですね。宮崎県の木

質の燃料使用は半世紀の実績があるんです。も

ともとはまきボイラーから入って、私は実際自

分のところでやってきたからよく知っているん

ですが、それからおが粉のボイラーです。おが

粉のボイラーとチップボイラーというのはよく

似ているんです。かさばりますけど、非常に取

り扱いやすい。比較試験で見ましても、前段の

ほうにございましたが、やはりコストのかから

ないチップで対応しなければ、ハウス暖房の熱

源としては無理かなというふうに考えておりま

す。これからのＴＰＰの問題も考えますと、施

設の団地化、大型化も出てまいりますから、そ

れにふさわしい暖房機の開発も必要です。ぜひ

ペレットから頭を切りかえて、チップのほうの

開発を急いでほしいなと、このように考えてお

ります。

それから、もう一つ、太陽熱利用、これは本

県にとってはまさに歴史があるんですね、住宅

用の温水ソーラーで。これも長野県に次いで全

国トップレベルの普及率です。きのう見せても

らいました。私も何回か農業試験場に見にいっ

たんですが、冷房システムのほうは、現地でも、

あきらめてくださいと言ったんですが、暖房シ

ステムのほうはかなり私は期待が持てると思い

ます。コストをさらに縮減して実用化にこぎつ

けてほしいと。これは必ず実用化ができる可能

性の高い施設だなと見ておりまして、私ども会

派の勉強会で三鷹の本社工場へ行ったんですが、

あそこで見たシステムからしますと、集光シス

テム等は随分簡易化されていますが、集光シス

テムは簡易化しなくて、ほかのところを簡易化

してやったほうが熱効率の吸収はいいんじゃな

いかなという感想を受けました。

どちらも私は期待をしておりまして、もう少

し突っ込んだ試験研究開発をやっていただくと

いいがなと考えております。これが農政部門で

す。

それから、畜産部門については、さっきあり

ましたとおり、当初、畜産廃棄物の処理がメー

ンでスタートした事業でありますから、副産物

としてエネルギーの回収ができてよかったなと

考えております。自分も関係してきましたから。

それから、もう一つ、太陽光発電ですが、こ

れは私は非常に関心を持っているんです。とい

うのは、世界的な製造メーカーのソーラーフロ

ンティアが富士通日立プラズマの工場跡地を

買ってくれて―中野委員の地元でありますが

―製造を始めたんですね。フル運転を始めた。

これからの県内の普及率はもとより、国内、全

世界に打って出るということでありますが、こ

れがうまくいきませんと、宮崎県の誘致した企

業がまたポシャることになりますと、大変残念

ですね。県としては県内普及に最大限の努力を

されていると思います。あの補助金の利用状況

を見るとかなり熱は高いと思いますが、依然と

して、購入する意欲、そしてまた購入した方が、

補助金をもらった後の投資資金の回収といいま

すか、採算が合うと、そういう心境になってい

るのかどうか、その辺をお聞きしたいと思いま

す。

○加勇田農産園芸課長 私のほうからは木質バ

イオマス関係、暖房機のお話でございますが、

今、委員のほうから、エネルギーの原料とする

もの、ペレットが非常に厳しいのではないかと



- 13 -

いう御指摘でございます。確かに現時点でのペ

レット暖房になりますと、まず、ペレット暖房

機本体が非常に高いといったことが１つござい

ます。ペレットそのものも35円程度ということ

でございますが、双方ともに今後価格を下げて

いく必要はあるのかなと。そうしないと、おっ

しゃるとおり普及はなかなか難しいといった面

があるかと思っております。現在、メーカーも

含めて、生産者とかその辺も含めまして勉強会

みたいなものも開催しておりまして、メーカー

さんのお話等もお伺いしているところでござい

ます。そういった中では、メーカーとしても、

あるいはペレットをつくっていらっしゃる業者

の方々も、コスト削減に向けて努力していかな

きゃいけないといった認識は持たれていること

は確認しております。そういった方向で、安定

的な供給を目指している中では、ある程度のコ

スト削減はできるのかなと考えているところで

ございます。

それから、もう一点は、価格を下げるといい

ながらも一定の限度はあるだろうと思っており

ます。そういった中では、これまでの暖房といっ

た部分だけではなくて、さらに木質ペレット暖

房機を使うことによってプラスアルファの面が

あるのではないか。そういったのが先ほど申し

上げましたＣＯ２の施用といったものでございま

す。一台二役をやっていくといった形で、単な

る暖房という機能だけではなくて、環境制御に

よる全体の所得向上をこの暖房機で目指してい

けないのか、そういったことも可能性としては

あるのかなと思っております。そういったとこ

ろで、できるだけコストパフォーマンスが合う

ような形で推進することはできないか、検討し

てまいりたいと考えております。

ただ、おっしゃるとおり、ペレットに限定し

た考え方ではなくて、その原料については幅広

く今後とも検討は進めていかなきゃならない。

畜産廃棄物のペレット、畜ふんのペレットもご

ざいますので、そういったところも含めて幅広

くその辺は検討してまいりたいと考えておりま

す。

○郡司農政企画課長 ２つ目の御質問、三鷹光

器さんと一緒にやっています太陽熱を利用した

ハウスのシステムについてであります。きのう

は、環境農林水産常任委員会の皆さんには現場

も見ていただいたということで、大変ありがた

いと思っております。今、試験場のほうでは、

季節や天候によって左右されにくい安定的なシ

ステム、このことについて研究しております。

暖房のほうについては一定の方向性は出ている

と聞いています。しかし、研究ばかりしていて

もしようがないわけで、実際に施設園芸農家の

ところに導入してコストを下げていくという場

面が次の段階だろうと思います。システムの大

体の形ができましたら、普及型のプロトタイプ

をつくりまして、現場の実証も含めて、コスト

面をどう下げていくのか、ここが大きな研究の

テーマになっていくんだろうと思います。宮崎

の太陽と施設園芸という形の中で、ぜひ近い将

来には暖房の費用を下げていくような仕組みが

できるように、三鷹光器さんも毎月１回は宮崎

に来ていただいております。研究のほうもしっ

かりやっていきたいというふうに考えていると

ころです。以上です。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○西村委員 ６ページのバイオマスの取り組み

なんですけれども、家畜のふん尿処理というの

は農家も大変な問題だと思いますし、それをエ

ネルギー化できるということで非常にすばらし

いとは思うんですが、前、特別委員会でみやざ
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きバイオマスリサイクルに視察に行かせていた

だいたとき、県内の鶏ふんはこの２カ所で十分

処理できるという話を、４年ぐらい前に聞いた

ことがあるんですが、実際、鶏ふんに限らず、

ほかのふん尿で、県外から県内の処理施設に運

ばれているということはあるんでしょうか。

○児玉畜産課長 基本的に、家畜排せつ物は産

廃という考え方に立っておりますので、県外か

ら県内には持ってこないような指導はしている

ところでございます。

○西村委員 実際そこら辺は、いい悪いは別と

して実態はつかめていないんでしょうか。

○児玉畜産課長 どのくらいの量が移動してい

るのかと。もちろん堆肥は動いていますけれど

も、排せつ物そのものがどのくらい移動してい

るかというのは、私のほうでは実態はつかんで

おりません。

○西村委員 もう一つ、２番目のメタン発酵に

よる電気熱利用で、今、高千穂牧場とバイオマ

スセンターを紹介いただいているんですけれど

も、これ以外に施設があるのか。また、県北に

も畜産はたくさんありますけれども、県北のほ

うもここまで運んでいるのか。もしくは今、義

務づけられて、各農家で処理しなきゃいけない

となっていますので、それで十分賄えているも

のなのか、お伺いしたい。

○児玉畜産課長 この程度の規模のものは、高

千穂牧場とバイオマスセンターぐらいというふ

うに考えておりますが、酪農家が個別に都城で

やっているという事例はあるようでございます。

それも１戸だけということでございます。

○横田委員 基本的なところを教えていただき

たいんですけど、例えばみやざきバイオマスリ

サイクル株式会社、これは今でも発電の約８割

を売電しているわけですね。当然ことしの７月

１日からは、再生可能エネルギー特措法に基づ

いた売電に移ると思うんですけど、具体的にど

う変わっていくのかを教えていただきたい。例

えば買取価格が高くなるとか。

○山内環境森林課長 既設の発電施設もしくは

一部を売電しているところですけど、今回の新

しい法律は、新たに建設されるもの、ですから、

７月１日以降に発電を始めるものが基本的に対

象です。じゃ、既設のものはどうなるのかとい

うところですけれども、そこはもともと、自然

エネルギーというんでしょうか、再生可能エネ

ルギーの比率を高めなさいということで電力会

社に義務づけがされている法律があるんですね。

買い取りについては継続しましょうと。ただ、

単価については、ここははっきりしていないん

ですけれども、新たに買取制度の対象になると

いうふうにストレートにはいかないと、基本的

な考え方としてはそういうふうになっておりま

す。逆に言うと、このバイオマスリサイクルの

は新しい法律の適用には即ならない。

○横田委員 今までどおりで買い取ってくれる

ということですか。

○山内環境森林課長 値段については相対取引

になるのか、そうはいったものの、全体として

再生可能エネルギーの比率を高めていくという

ことから、相対ではない一定のラインが示され

るのかどうかというのは、今はっきりわかりま

せん。

○横田委員 それと、買取価格と買取期間につ

いてということがありますけど、これを見ると、

買取期間というのが、再生可能エネルギーの発

電設備が設置されてから設備の更新が必要とな

るまでの標準的な期間とありますけど、新しく

発電設備をつくって更新が必要となるまでの期

間だけしか買い取ってくれないということなん
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ですか。

○山内環境森林課長 その期間においてはその

値段で、一定の値段ですね、まだその値段とい

うのは決まっていないんですけれども、一定の

価格で一定の期間、例えば40円だとすると、今

想定されている更新までの期間というのは、法

律を検討されている段階では15～20年の範囲内

と言われているんですけど、そこは正式に何年

というのは決まっていないんですが、その期間

だけ。後については値段は多分相対になるのか

もしれません。基本的にはその期間だけです。

○横田委員 よくわからないんですけど、それ

をすることによって再生可能エネルギーの施設

というのはどんどんふえていくことになるんで

しょうか。

○山内環境森林課長 そこを期待してやってい

るわけです。以前聞き取りした範囲内ですけれ

ども、製材工場で余剰電力を売電されている単

価が11円ぐらいというふうに聞いております。

ただ、それには条件がいろいろついています。

夜間はちょっと安いとか昼間はこれぐらい。平

均して大体11円ぐらいで九州電力が買い取って

いると。ところが今検討されている買取価格は、

法案を国会に提出したときの概要案のレベルで

いきますと、15円から20円の範囲内ぐらいがい

いのかなということで論議されているようです。

ですから、11円と15円、その差というのは、あ

る程度利潤が見込めるから発電施設をつくろう

という動きは多分出てくるのではないかと考え

ております。

○後藤委員 確認ですが、活用普及指針の概要

版の４ページなんですけど、森林内における未

利用木質資源の発生量の推移と予測ということ

で、26年、31年ということで、今の施業計画、

経営計画の変更ということで、森林組合あるい

は林家さんは非常に苦労されているんですが、

発生量が見込めるというところの数値ですね、

実は林地残材というのは、御存じのように、発

生場所、それの収集場所によってコストは全然

違うんです。今、延岡がしているのは半径50キ

ロとか、高千穂ぐらいとか、今、旭化成さん。

そこで私が言いたいのは、なぜ延岡市がこれ

に加わっているのか。森林組合とプロジェクト

をつくって。やはり中山間対策の一環、林家の

所得向上という面があるんですよ。そこのとこ

ろを考えると、公益的な機能のほかに、林家、

中山間対策で木質バイオ、特にチップのほうを

行政としても力を入れているんですけど、将来

の予測というのは非常に大事なんですね。そこ

辺をもう少し詳しく説明していただくとありが

たいんですが。発生量です。

○武田みやざきスギ活用推進室長 概要版の４

ページの下のところかと思います。切り捨てと

末木と枝条ということでそれぞれ分かれていま

すけれども、これは伐採量のほうを想定してい

まして、190万立方の計画を立てておりますけど、

それを絡めてこういうふうな形で予測をさせて

いただいているんですけど、手元にもうちょっ

と細かいのが今ないものですから、資料を集め

てまた後日御説明したいと思います。

○後藤委員 ですから、今後の課題として、発

生場所、収集・運搬コスト、当然距離によって

流通コストが高くなってきますから、もととな

る部分を、国、県は十分見ていただきまして助

成対象とする。というのは、林地残材含めて各

林家の伐採・収集、そこ辺がポイントになって

くるんじゃないか。だから、公益的機能プラス

林家所得向上、中山間対策。

そして、もう一つは、宮崎県は海岸が407キロ

と言われますが、延岡市だけでも海岸線の延長
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は107キロぐらいあるんです。そこで流木被害と

いうのがある。ひところは県が予算をつけて流

木対策をやっていました。今、１万立米以上に

ならないと撤去しないということで、流木対策

にもこの林地残材というのが非常に効果という

か、沿岸部の住民、行政というのは注目してい

るものですから、そこ辺も十分加味して、今後

のエネルギー対策に入れてくれないかなと思い

まして、これは要望ですけど、よろしくお願い

しておきます。

○水垂山村・木材振興課長 委員おっしゃいま

すように、林地残材の将来予測を立てておりま

すけれども、これだけ発生したものが確実にバ

イオマスに利用されるということは想定してお

りませんで、確かに近いところは低いコストで

収集できる。遠いところは採算が合わないとい

うことで、工場から10キロ圏内ぐらいであれば

何とかコスト的にもペイするんじゃないかとい

うシミュレーションも立てております。なおか

つ、先ほど朝市方式を御紹介いたしましたけれ

ども、こういった取り組みをやって、いかに収

集・運搬費を安くしてコストを下げていくかと

いうことが非常に大きな課題だと思っておりま

す。

○山内環境森林課長 先ほどの福田委員の３番

目の質問にお答えしておりませんでしたので。

ソーラーフロンティア社の県内普及率というん

でしょうか、補助金の申請受け付け状況だけの

数字でございますけれども、昨年は全体に占め

る割合は2.3％でした。2,500件ぐらいの中で2.3

％。ことしは12月末現在で8.3％に伸びておりま

す。件数としましては、去年が2,500件のうちの58

件、12月末でことしは166件でございます。年度

途中なのでもう少し上がるかもしれません。

それから、県内の方の太陽光発電設置に対す

る意欲ということですけれども、非常に高いと

いうふうに思っておりまして、基本的には10年

で設置費用が回収できると一般的には言われて

いるんですけれども、県内は割と気象条件がい

いということもございまして、大きい太陽光発

電施設を載せられている場合とか、屋根の形状

によると思うんですけれども、早い人で８年ぐ

らいで回収できる。直接売った売電収入以外に、

今まで１万5,000円ぐらい払っていたのが１万円

ぐらいで済んだという部分も含めて計算します

と、割と早目に回収できる。さらに、モニター

を見てどれぐらい発電しているということも

あって省エネ意識がすごく高まっている。元電

源をすぐ切って、少し頑張ろうかなというよう

なこともあるというふうに聞いておりますので、

非常に意欲は高いと思っております。回答は以

上です。

○松村委員 以前も 原副委員長からお話が

あったのではないかと思うんですけれども、私

たちも視察ということで静岡県のほうに行って

まいりました。木質ペレットの活用ほか、太陽

光、太陽熱、コージェネレーションというか一

体的な省エネのまちづくりをしているところに

行ったんですけれども、矢崎総業という、制御

用の電線とか自動車系の会社ですけれども、太

陽熱温水システムでは日本でも先駆けの会社で

す。もともとあった工場跡地を、会社の従業員

の皆さんの社員寮とか住宅とか一つの町にして

いるというところなんです。やり方は、電気も

そうですけれども、温水、冷暖房、これをすべ

てやれると。自社で賄えて、あとは売電もでき

るという一つの取り組みをされているテストケ

ースでもあります。そこの社長さんは一代でこ

の会社を興されて、世界で従業員数７万人とか

すごい会社らしいんです。
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とにかく、山に戻したいと。自分たちがこう

いう企業になれたのも自然の恩恵をいただいて

いるから、山に返したいんだという思いで、積

極的に森林の活用、それと山の文化を何とか残

したいという思いが強いお話だったんですけれ

ども、基本的には十分成り立つというお話でご

ざいました。

まきを燃やすことから、今、チップを燃やす

ということになっていますけど、燃やして熱を

出して冷房するというシステム、ヒートポンプ

等の関係でも十分システムとしてはできている

わけでございます。ペレットだと非常に管理し

やすくてほとんど人が要らないと。ボイラー棟

があって、発電所もあって、チップの棟もある

んですけれども、そこに人はいないんです。自

動で全部やっている。非常に活用、利用しやす

いと。後々のシステムとしても管理しやすいと。

ペレットの活用で、冷暖房を含め、コージェネ

レーションを組み合わせたことで経済的にも成

り立つよというお話もされていました。

ただ、一番のネックとしては、ペレットをつ

くってくれるところが足りないんだと。冷暖房

システムのボイラー等は、数がはけることでコ

ストダウンは幾らでも今からできると。我々も

議員として行ったときのお話としては、議員と

か議会とか行政としてお願いしたいのは、当面、

今、国内にあるペレット工場の３倍ぐらいは早

急につくっていただけないだろうかと。そうす

ると、冷暖房システムの機械の普及やコストダ

ウンにつながるというお話はされました。

こういう企業系の方々が、三鷹光器も含めて

結構最先端を行っていて、自社でもランニング

コストがペイできるようなシステムをつくろう

としていまして、こういうところを、原材料の

一番のメッカである宮崎県に企業誘致としてで

もいいですから、企業誘致してもらうというこ

とも可能ですし、そのシステムをいただくこと

も可能ですし、タイアップすることも可能です。

ペレットというのはカロリー的には木材よりも

高いですし、輸送コストは多分少ないと思うの

で、できるだけ原材料のある木材産地の近くで

チップ工場をつくっていく。そうすると、カロ

リーのより高いチップを運んだほうが輸送コス

トは安くつく。今からもっと宮崎県も、チップ

工場を中山間地に向けてつくっていくという方

向性を持っていけるといいと思うんです。

原副委員長初め自民党の皆さんと一緒に視

察したところの感想でしたけど、メーカーさん

はかなり進んでいるなという感想を持っていま

した。これは代表質問や一般質問でこれからも

いろんな方が取り上げられると思うんですけれ

ども、ぜひとも宮崎県が一番得意とする森林分

野の活用を、静岡やどこかのメーカーさんにや

られるよりも、ぜひ宮崎県でリードしていただ

くためには、そういう外部の人たちもどんどん

取り入れていただきたいと思っております。何

か感想があれば。

○武田みやざきスギ活用推進室長 静岡の事例、

ありがとうございます。確かにチップ・ペレッ

ト、林地残材を利用するという意味では非常に

有効なものだと思っておりますし、宮崎県内で

も21年か22年にかけて、先ほどお話ししました

ように、宮崎ウッドペレットや三共さんなどが

ペレットをつくりだしているという事情もござ

います。やはり問題になるのが運搬・収集とい

うことになりますけれども、チップなりを乾燥

させたり、先ほど課長のほうからありましたけ

れども、収集範囲をどうするか、往復の距離数

をどうするかという問題や何かがありますので、

そこら辺も含めて検討していかなきゃいけない
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ということは考えております。

県外の企業というとあれですけれども、進出

してくる企業などがもしありましたら、お話を

聞いて、有効であれば進めていくという方向に

なるかと思います。いずれにしましても、ペレッ

トなりチップの利用というのを進めていきたい

というふうに考えております。

○ 原副委員長 なければ、最後になるかと思

いますが、今、矢崎総業の話が出ましたけど、

三鷹光器もこうやって試験システムといいます

か、やってこられていますけど、矢崎総業なん

かも一回検討されてみると、ペレットとの関係、

いわゆる山の林地残材を使ってペレットをつ

くって、それで発電して、それを社宅なんです

けど、一つの団地の暖房システムをそれでやっ

ている。電気もそれで賄えるという地域内のク

ローズドシステムなんですね。エネルギーの地

産地消をペレットまで関連させてやっていると

いうことで、非常におもしろい施設だと思いま

したので、企業誘致が無理なら、次なるステッ

プは、三鷹光器の次にこういう企業を引っ張っ

てきてやってみるとおもしろい結果が宮崎とし

て得られるんじゃないかなと、実感として感じ

ました。

さっきの資料に、三鷹光器の例で、冷房が大

変だという話がありましたけど、非常におもし

ろいなと思ったのは、熱を、ある触媒を利用す

ることによって真空状態にしてやると５度で水

は蒸発するんだそうですね。したがって、そこ

に水滴を、水を流すことによって、ある気圧を

加えた中でやることによって５度に温度が下が

るという、そのときはシステムはちょっとぴん

とこなかったんですが、大まかに言うとそうい

う原理の中で熱を冷房に変えるというシステム

を当たり前のこととしてやっているところでご

ざいまして、おもしろいなと思ったので、今、

松村委員がおっしゃったことなんですけど、一

回御検討いただいてもいいんじゃないかと思っ

た次第です。

質問は、宮崎県のエネルギーの移出・移入の

話なんですが、商工観光労働部と県際収支の話

をしました。宮崎県は5,500億円の移入超過、い

わゆる貿易にたとえると、その分こちらのお金

が外に出ていっているんだということなんです

が、秋田県の話を先ほど委員長がしたところで

すけれども、あきたこまちをつくって1,000億円

秋田は県外から外貨を稼いでいる。ところがエ

ネルギーを1,000億円外から買っている。いわゆ

るあきたこまちの分でそのままエネルギーを買

う話になっているんだという話なんですが、宮

崎県も、水力があるとはいいながらエネルギー

は移入県だと思っています。金額ベースで宮崎

県はどれだけのエネルギーを外から買っている

ことになっているのか。わかったら教えていた

だいて、エネルギーの地産地消という話が先ほ

どあったと思うんですが、エネルギーの地産地

消というのは、県際収支を考える中でも、宮崎

県全体を豊かにしていくよという意味でも非常

に大事なこと。秋田がそういう話なんですね。

ちょっと教えてください。

○茂総合政策課長 お答えいたします。

６月の特別委員会のときの資料におつけして

おるんですけれども、平成22年度で県内自給率

は34.7％ということになっております。これに

つきましては、昭和51年から移入のほうがふえ

てきている。要するに自給自足できなくなって

いるという状況でございます。これにつきまし

ては、県内での消費電力量が年を追うごとに伸

びてきたと。その割に県内での発電量がほぼ横

ばいであると、そういうことでございます。た
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だ、金額的なものはちょっと把握しておりませ

んので、申しわけございません。

○ 原副委員長 金額的なものは後からでもい

いですから、どの程度のエネルギーを宮崎県は

買っているのかというお話をお聞かせいただけ

ればありがたいと思います。

それで、秋田はその対策として、風力発電

を1,000基据えるんだというお話なんですよ。

ちょっと話が横に行きますけど、ドイツに少年

団関係でうちにホームステイした人がおりまし

て、この前手紙が来ました。原子力発電の事故

はどうかという話から、今、ドイツは脱原発を

始めて―きょうは原発の話をするつもりはあ

りません。風力で原発にかわるものを賄うんだ

という大きな政策転換をしたんだということで

す。先ほどの説明の中で、再生可能エネルギー

の中で風力の話は余りなかったんですが、宮崎

県として風力についてはどういう取り組みをし

ていくのか。現状はどうか。福岡のほうは、あ

れは九大でしたか、フードつきの風力が非常に

効率がいいということで、私が前おった会社と

も組んで、あれはインバータというのを使いま

すから、今いろいろ実験をして、今度博多湾の

沖でその実験を始めたということなんですが、

宮崎県としてこの風力、かつては串間、北方に

華々しく大きいのができたんですけど、結果的

にはモニュメントにしかなっていないというこ

ともあるんですけれども、風力についての現状

と今後取り組みの方針というか、秋田はそうい

う例もございますけれども、ちょっとお考えを

お聞かせください。あるいは適地でないのかど

うか。

○茂総合政策課長 風力発電につきましては、

ただ単に風が強ければいいというわけでもない

ようでございまして、その適地については限ら

れているというのが現状だと思います。そうい

う中で、現状を申し上げると、宮崎県の場合は、

さらにこれから風力を強化していこうというこ

とまでには至っていないと思っております。た

だ、風力とか、地熱もそうなんですけれども、

将来の見通しとして、１つは立地制約の問題、

それから系統をいかに安定させていくか、そう

いう課題があります。ただ、条件がよいところ

については、これは国の方針でも出ているんで

すけど、原子力とか石炭などと対抗するような

コスト水準にあるので、一定の役割を担う可能

性があるということで、将来的には一定の希望

があるということになっておりますので、これ

については、今の御意見も踏まえながら検討し

ていきたいと思っております。以上でございま

す。

○ 原副委員長 あと１件です。九電さんです

ね、先ほど中野委員からも、いろんな発電施設

をつくるにおいて補助金があるからペイするよ

うではいかんというような、補助金なしでもペ

イするところまでいかないといけないんじゃな

いかという意味も入っていたのかというふうに

思います。確かにそうなんですよね、補助金が

あるからペイするのでは、税金の、何というん

ですかね、なるわけですからね。電気を買う人

の負担、さらに税金の負担が二重にあることに

なるわけですから、確かにそういう方向でいか

ないといけないと思うんですが、現在の九電の

電源ですね、立地する場合、例えば電源立地法

とか法律があって、地元には還元があったり、

いろいろ税金を使う部分というのはかなりある

わけですけれども、今おわかりの範囲内でいい

んですが、九電さんが発電所をおつくりになる

場合の補助システムというのはどうなっている

かわからないですか。わかりませんか。恐らく
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補助金が入っているだろうし、間接的には地元

還元の税金が入っているわけですね。そのあた

りはわかりませんか。

○茂総合政策課長 申しわけございません。細

かいところはよくわからないところがあるんで

すが、地元に対して電源立地の交付金、これは

特に原子力発電所なんかもそうでしたけど、そ

ういうのがかなり交付されているということは

承知しております。

○ 原副委員長 お願いですが、そのあたりが

わかりましたら、後からでいいんですが、資料

をいただくと大変ありがたいと思っていますが、

お願いできますか。

○茂総合政策課長 最大限努力をしたいと思い

ます。

○太田委員長 原発、水力、火力、３つぐらい

の種類で恐らく違うのかなと思いますけど、よ

ろしいでしょうかね。

ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それではないようですので、こ

れで終わりたいと思います。執行部の皆さん、

大変御苦労さまでございました。ありがとうご

ざいました。

暫時休憩いたします

午前11時28分休憩

午前11時31分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

まず、協議事項（１）の委員会報告書骨子（案）

についてであります。昨年の12月９日に開催し

ました委員会の調査までの質疑、県内外調査を

踏まえ、正副委員長で協議しまして案を作成い

たしました。

最終的には、本日の委員会の調査内容を盛り

込んだ上で委員会報告書案を作成したいと思い

ます。Ａ３判の資料をごらんください。委員会

報告書骨子（案）であります。当委員会の調査

事項は３つありますが、幅広い分野にまたがっ

ております。Ⅱ、調査活動の概要につきまして

は、調査事項決定の背景とそれぞれの調査事項

ごとに調査内容、特別委員会に求められており

ます政策提案、委員会としての提言について記

述することとしております。正副委員長案の詳

細につきましては、書記のほうから説明させま

す。高村書記、お願いします。

○髙村書記 御説明いたします。

Ａ３判の産業再生・エネルギー対策特別委員

会報告書骨子（案）をごらんください。

まず、Ⅱの調査活動の概要についてでござい

ます。前書き、調査活動の経過としまして、口

蹄疫からの再生・復興を図ることが喫緊の課題

であるということ、それから、県民の生活の向

上を図るためには、まずもって産業の活性化を

図らなければならない。６次産業化法等を踏ま

えつつ、さまざまな角度から産業振興を図る手

段について検討していく必要があること、そし

て、東京電力福島第一原子力発電所の事故によ

り電力の安定供給に支障が生じる中、本県の地

域特性を生かしたエネルギーを活用することに

よって、産業振興や地域の活性化を図る必要が

あることから、当委員会といたしまして、口蹄

疫からの再生・復興に関すること、産業の活性

化（６次産業等新産業創出）に関すること、エ

ネルギー対策に関することを調査事項として決

定しましたことなどを述べたいと考えておりま

す。

次に、１の口蹄疫からの再生・復興について

でございます。まず、（１）で口蹄疫による影響

を、（２）で再生・復興に向けた県等の取り組み
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を述べたいと思います。（３）が当委員会から県

への提言になります。具体的には、農家の経営

再開に向けた支援や巡回指導を含めた防疫体制

の強化等、工程表の着実な実施ときめ細やかな

対策の推進。埋却地の農地再生について国への

支援要望等の検討。畜産農家の再開や耕種転換

について成功事例を育て、その情報の発信。「口

蹄疫からの再生・復興」という名の事業がなく

なって初めて復興を成し遂げたということにな

る。計画に基づき、期間内に目的が達成できる

よう取り組みの推進を提言したいと考えており

ます。

次に、２の産業の活性化（６次産業等新産業

創出）についてでございます。当委員会の報告

書の中で最もウエートを置いた調査事項になる

と思います。まず、（１）の本県の産業構造等と

県の取り組みでは、産業構造と県民所得の関係、

産業の特徴や地域経済循環システム等について

述べたいと思います。

次が、当委員会から産業の活性化に対する県

への提言になります。具体的には、本県の産業

を活性化させ、県民所得の向上を図るためには、

県外からいかに外貨を宮崎県に稼ぎ、そして稼

いだお金をいかに循環させるかに尽きる。県外

からの収入が拡大しなければ県内経済の拡大に

はつながらず、県内経済は停滞からの脱却はで

きないという考えのもとで、食品加工を初めと

した製造業に対する支援、取り組みの一層の推

進。産業の現状分析、目指すべき姿等を明確に

した計画に基づく施策の展開が必要。地域経済

循環システムは重要な視点であり、県の率先垂

範はもとより、県民の協力が不可欠であり、取

り組むことによる効果を明確にし、県民運動の

展開まで持っていけるような取り組みの推進を

提言したいと考えております。

（２）の６次産業化等の取り組みでは、県の

取り組み、県内調査・県外調査で訪問しました

企業等の取り組みについて述べたいと思います。

次が、当委員会から６次産業化等に対する県

への提言になります。具体的には、県当局が認

識をしています事業者の育成や加工技術の向上

などの取り組みのさらなる推進。そして、６次

産業化等に取り組まれている事業者の方は、しっ

かりとした経営理念を持ち、既存事業の活用や

販路を確保した上で取り組みを進めるなど、強

いリーダーシップを発揮し、事業展開を図って

おられます。このような人材を見つけ出す取り

組みと、買い手目線に立った商品開発の技術的

支援、安定した事業化に至るまでの財政支援の

強化。そして、市場や顧客のニーズをくみ取っ

た知識と経験に基づいた高度な助言等ができる

人材が必要である。そういった意味で、財団法

人宮崎県産業支援財団のコーディネーターの役

割は重要である。商工会議所等とコーディネー

ター、あるいはコーディネーター同士の情報共

有や連携の推進を図ることなどによりコーディ

ネート力の充実強化。最後に、工業技術センタ

ーと食品開発センターの役割は重要である。成

果となる商品のＰＲ方法等も含め、企業の利益

につながるような取り組みのさらなる推進を提

言したいと考えております。

最後に、３のエネルギー対策についてでござ

います。

まず、（１）のエネルギー（電力）をめぐる国

の動向では、政府における新しいエネルギー基

本計画の策定の動きと、本日お伺いいたしまし

た再生可能エネルギー特措法について述べたい

と思います。

（２）の本県における電力需給状況では、消

費電力量が一貫して伸びていること、県内自給
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率は35％にとどまっている現状を述べたいと思

います。

（３）の本県における新エネルギーの導入状

況では、平成16年３月に策定した「新エネルギ

ービジョン」について触れつつ、太陽光発電、

バイオマスの利活用の状況について述べたいと

思います。

（４）の企業局と県内企業の取り組みでは、

企業局と県内調査で訪問しました宮崎ソーラー

ウェイ株式会社と旭化成株式会社延岡支社の調

査内容等について述べたいと思います。

（５）のエネルギーの地産地消による経済効

果では、県外調査で訪問しました株式会社ＮＥ

ＲＣでお伺いしました国内外の取り組み事例に

ついて述べたいと思います。

（６）が、当委員会からのエネルギー対策に

対する県への提言になります。具体的には、委

員長から本日冒頭に御紹介がありました「今こ

そエネルギーシフト 原発と自然エネルギーと

私達の暮らし」の一部を引用しつつ、地域経済

循環システムの視点、これはエネルギー分野に

おいても、省エネルギーの推進とともにその対

応が求められる。再生可能エネルギー特措法の

動向を注視しながら、引き続き、太陽光発電等

の導入促進と「新エネルギービジョン」の改訂

に際しては、エネルギーの地産地消効果や地域

内経済循環の効果を踏まえた、本県におけるエ

ネルギー施策の方向性についての検討を提言し

たいと考えております。

最後に結びといたしまして、県への提言を整

理して述べたいと考えております。以上でござ

います。

○太田委員長 以上のとおり、正副委員長案に

ついての説明でありますが、委員の皆様から何

か御意見はございませんか。

○中野委員 口蹄疫からの再生・復興ですね、

影響額が合計で2,350億、これは県内全体ですね。

（３）の再生・復興に対する県への提言を見る

と、西都・児湯地域だけの話みたいな感じです

よ。農家の再開とか巡回、埋却地、耕種転換。

この2,350億というのは、県内の畜産農家も商工

業も含めて全業種だから、ちょっとそこ辺は。

再生・復興といったら、影響をこうむったとこ

ろは、西都・児湯地域以外も含めて、目に見え

ない部分ですけど、特にサービス業とか含めて、

そういうほうでまとめていいんじゃないか。畜

産にしても逆にクレームばかりですよ、まだ。

○ 原副委員長 都城のホテルも自粛、自粛で

相当な被害を受けましたね。飲食業生活衛生同

業組合。

○太田委員長 最後のぽつのところが、この前

言われたように、復興ばかりを言うとイメージ

が悪いよといったところもありますので、そこ

辺を生かしておったんですが、言われている県

内全体の影響を受けたところに対する提言とい

いますか、そういったのは次回出したい。間接

的被害ですね。

○中野委員 あの管内は530億、極端な言い方を

すると金は行っておるわけですよ。まだ癒えん

けど、その痛みは別として。

○太田委員長 間接的被害のところをどう対応

するかというところも記述を入れたいと思いま

す。

○中野委員 その上に運用型基金のやつが出て

いるでしょう。これなんかも含めてやっぱり全

体の問題。

それと、埋却地にこだわっているけど、埋却

地の農地再生について、国への支援要望……。

これは今、管理費、草刈りとして、借地として

金を払っているわけですね。地代として。これ
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はだから……。ここはどんな言い方をするか。

○太田委員長 国の施策がまだ明確になってい

ないからということですね。

○中野委員 何も出ていない。今回も特措法が

出て、また新しい法律に変えても、埋却地は個

人の責任でやりなさいよというのが原則だから、

これを入れても単なる、何というのかな、かな

り……。

○福田委員 埋却したところを、個人の所有地

ですから、これはある一定期間。

○太田委員長 使えないということで被害をこ

うむっておる。

○福田委員 その辺は農地に再現できるように

助成をしなさいと。

○中野委員 借地は何年ですか。借地料じゃな

くて環境対策費として、平米２万で３年間だっ

たかな。

○高村書記 掘り起こしができないのは３年間

ということになってございまして、実はこの部

分なんですが、県内調査で川南町役場にお伺い

したときに松村委員のほうからも御質問があっ

たんですが、埋却地再生、その後の支援措置と

いうのはないのかという意見が出されまして、

県のほうでもそういった財政的な裏づけがない

と。川南町役場のほうから、国のほうに対して

も声を上げていかないといけないというような

回答もあったものですから、その辺を踏まえて

触れているところでございます。

○太田委員長 国に求めるということでありま

すから。ほかにありませんか。またいろいろあ

りましたら、こちらのほうにお伝えください。

それでは、骨子案は資料のとおりでよろしい

ですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ないということで、そのような形

で進めさせていただきます。

次回の委員会は、２月の定例会中の委員会に

なりますが、予定では３月19日になっておりま

す。報告書につきましては、先ほどお話しした

とおり、事前に皆様の御了解をいただくことと

なります。でき上がりました報告書は、他の委

員会の分と合冊して２月定例会の最終日に議場

で配付することとなりますので、御了承をお願

いしたいと思います。

なお、次回の委員会では、２月定例会最終日

に私が行います委員長報告の案について御協議

をお願いしたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

最後になりますが、協議事項（２）のその他

で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、今後の日程について再度

確認いたしますが、３月19日午前10時から次回

委員会を予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

以上で本日の委員会を閉会いたします。

午前11時46分閉会


